
保
存
修
理
の
現
場

そ
の
他
の
保
存
修
理
現
場

広隆寺講堂　修理前　外観広隆寺講堂　修理前　外観

　寛
かんえい

永 18 年～正
しょうほう

保４年（1641 ～ 1647）の仁和寺復

興期に建立された建物です。昭和 62 年の修理以降 35

年が経過し、屋根瓦の破損、塗装の退色・剥落が進行し

てきたことから、保存修理工事に着手しました。木部の

赤色塗装は、近代以降、酸化鉛を主成分とする「鉛
えんたん

丹」

を顔料として塗り替えられてきましたが、今回の工事で

は建立当初と同じ酸化鉄系顔料により塗り直しを施しま

す。

京
都
府
指
定
・
登
録
等
文
化
財
の
保
存
修
理

　

京
都
府
内
に
は
数
多
く
の
国
宝
・
重
要
文
化

財
の
建
造
物
が
所
在
し
ま
す
が
、
そ
の
他
に
も

京
都
の
歴
史
や
文
化
を
理
解
し
、
地
域
の
特
性

を
考
え
る
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
建
造

物
が
多
数
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
府
民
の
大
切
な
財
産
で
あ
る
文
化

財
を
適
切
に
守
っ
て
い
く
た
め
、
京
都
府
教
育

委
員
会
は
、
昭
和
56
年
制
定
の
「
京
都
府
文
化

財
保
護
条
例
」
に
基
づ
い
て
文
化
財
の
指
定
・

登
録
を
行
っ
て
お
り
、
現
在
で
は
２
１
３
件
、

４
７
５
棟
の
建
造
物
が
府
指
定
・
登
録
文
化
財

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
29
年
度
に
は

同
条
例
を
改
正
し
て
、「
暫ざ

ん

定て
い

登
録
」
の
制
度
を

創
設
し
、
現
在
ま
で
に
７
３
５
件
の
建
造
物
を

登
録
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
文
化
財
保
護
の

裾
野
を
広
げ
、
貴
重
な
文
化
財
の
一
層
の
保
護

を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

文
化
財
建
造
物
と
し
て
の
価
値
を
長
く
維
持

す
る
た
め
に
は
、
適
切
な
日
常
管
理
と
周
期
的

な
保
存
修
理
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
京
都
府
教
育

委
員
会
で
は
、
所
有
者
の
皆
様
が
行
う
保
存
修

理
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
補
助
し
、
修
理
方

針
等
へ
の
指
導
や
助
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ

こ
で
は
令
和
４
年
度
に
助
成
を
行
っ
た
建
造
物

保
存
修
理
事
業
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

　京都府教育委員会では、新しく指定・登録等を行った文化財を紹介する冊
子『守り育てようみんなの文化財』、『京都の文化財』を毎年刊行しています。
これらは、文化財保護課のホームページでも閲覧することができますので、
身近にある地域の財産について理解を深め、それらを保存・活用していただ
くためにご活用ください。

京都府指定・登録等文化財の保存修理

府指定・登録等文化財の紹介

　平
ひ ら の じ ん じ ゃ

野神社　中
ちゅうもん

門▶   
　平成 26 年府登録　

　京都市北区

　屋根葺替（檜皮葺）

　江戸時代　前期頃

◀常
じょうじゃっこうじ

寂光寺　仁
に お う も ん

王門
　 令和 3 年暫定登録

　 京都市右京区

　 屋根葺替（茅
かや

葺）

　 江戸時代　元
げ ん な

和２年 (1616)

生
いきみてんまんぐう

身天満宮　拝
はいでん

殿▶
平成 19 年府登録    

南丹市

屋根葺替（桟瓦葺）

江戸時代

天保 2 年 (1831)

◀荒
あ ら き け

木家住宅　
　 平成 15 年府指定

　 舞鶴市

　 屋根葺替（茅葺）

　 江戸時代　明和 2 年 (1765)

⑤  仁
に ん な じ

和寺　中
ちゅうもん

門
　　京都市右京区　　　　　〈屋根葺替・塗装修理〉　
　　江戸時代前期

重文

　山荘流茶道の流祖・高
た か や そ う は ん

谷宗範が、広間の茶や礼儀道徳

を広めようと大正から昭和初期にかけて築いた茶道研修

施設です。修礼講堂は、茶道関連の式典を執り行うため

の格式高い意匠を持つ大空間が特徴で事務所棟を併設し

ます。修理前は、雨漏りや湿気による木部の腐朽や屋根

瓦の緩みが進んでいたため、今回の修理では屋根葺替、

木部補修、耐震補強などを実施しています。

⑦  松
しょうでんさんそう

殿山荘　修
しゅうれいこうどう

礼講堂及び事
じ む し ょ

務所ほか１棟
　　宇治市　　　　　〈屋根葺替・部分修理〉　
　　昭和 6 年（1931）

重文

　荒見神社は、寛
かんしょう

正２年（1461）には今の地に遷され

たと伝わる式
しきない

内神社です。建物は三
さん

間
げんしゃながれづくり

社流造、屋根は

檜
ひ わ だ

皮葺
ぶき

で、慶
けいちょう

長９年（1604）に再建されたものと伝わ

ります。昭和 46 年（1971）の屋根葺替以降約 50 年が

経過して、檜皮葺屋根は耐用年限に達し、塗装には剥落

等がみられたため、現在檜皮葺の葺替と塗装修理を実施

中です。

⑧  荒
あ ら み じ ん じ ゃ

見神社　本
ほ ん で ん

殿
　　城陽市　　　　〈屋根葺替・塗装修理〉
　　桃山時代　慶長９年（1604）

重文

荒見神社本殿　修理前　外観荒見神社本殿　修理前　外観

修礼講堂　修理前　内観修礼講堂　修理前　内観

　『日本書紀』によれば、広隆寺は聖徳太子から仏像を

授けられた秦
はたのかわかつ

河勝が推
す い こ

古 11 年（603）に開創した寺院で、

古くは蜂
は ち お か で ら

岡寺と称しました。桂宮院本堂は八角円堂で、

内部に太子像を祀っていた八角厨
ず し

子を安置します。耐用

年数に達した檜
ひ わ だ ぶ き

皮葺屋根の葺替、木部修理等を実施しま

す。講堂は、前身建物の焼失後、金
こ ん ど う

堂として再建された

建物で、本瓦葺屋根の葺替、木部修理等を実施します。

⑥  広
こ う り ゅ う じ

隆寺　桂
けいきゅういん

宮院本
ほ ん ど う

堂及び講
こ う ど う

堂
　　京都市右京区　　　　　〈屋根葺替・部分修理〉
　　桂宮院本堂　　　　鎌倉時代前期　建

けんちょう

長３年（1251）以前
　　講堂　　　   　　　 平安時代後期　永

えいまん

万元年（1165）

国宝

重文

仁和寺中門　修理前　外観仁和寺中門　修理前　外観
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